
浜松市規則第３０号 

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための関係規則の整備

に関する規則 

 

（浜松市物品管理規則の一部改正） 

第１条 浜松市物品管理規則（昭和４０年浜松市規則第１８号）の一部を次のように改正

する。 

改正前 改正後 

 目次 

 第１章 総則（第１条―第１０条） 

 第２章 台帳等（第１１条―第１６条） 

 第３章 取得、管理及び処分（第１７条―

第４０条） 

 第４章 出納（第４１条―第４３条） 

 第５章 検査（第４４条―第５０条） 

 第６章 雑則（第５１条―第５７条） 

  附則 

（事務引継ぎ）  （事務引継ぎ） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２ 前項の事務引継ぎについては、前任者は

物品事務引継書２部を作成し、後任者とと

もに現品と関係簿冊を照合し、確認しなけ

ればならない。この場合においては、関係

簿冊の最終記帳の次に合計高及び年月日を

記載し、前任者と後任者がそれぞれに署名

をしなければならない。 

２ 前項の事務引継ぎについては、前任者は

物品事務引継書を作成し、後任者とともに

現品と関係簿冊を照合し、確認しなければ

ならない。この場合においては、関係簿冊

（物品の出納及び保管のために必要な帳簿

（以下「物品出納簿」という。）に限る。）

の最終記帳の次に合計高及び年月日を記載

し、前任者と後任者がそれぞれに署名をし

なければならない。 

３ 前項の引継書は、後任者が１通を保存し、

他の１通は物品総括管理者にあっては市長

に、物品管理者及び物品取締員にあっては

物品総括管理者に、物品出納員にあっては

会計管理者に、区物品出納員にあっては区

３ 後任者は、前項の引継書を保存するとと

もに、物品総括管理者にあっては市長に、

物品管理者及び物品取締員にあっては物品

総括管理者に、物品出納員にあっては会計

管理者に、区物品出納員にあっては区会計



会計管理者に提出しなければならない。 管理者に引継事項を報告しなければならな

い。 

４ （略） ４ （略） 

   第２章 帳簿    第２章 台帳等 

（会計管理者等の帳簿） （会計管理者等の帳簿） 

第１３条 会計管理者、区会計管理者、物品

出納員又は区物品出納員（以下これらを「会

計管理者等」という。）は、物品の出納及

び保管のために必要な帳簿（以下「物品出

納簿」という。）を備え、その必要な事項

を記録しなければならない。 

第１３条 会計管理者、区会計管理者、物品

出納員又は区物品出納員（以下これらを「会

計管理者等」という。）は、物品出納簿を

備え、その必要な事項を記録しなければな

らない。 

２ （略） ２ （略） 

（台帳等の整理要領） （台帳等の整理要領） 

第１４条 第１１条に掲げる台帳及び前条に

規定する帳簿（以下これらを「台帳等」と

いう。）の記録整理は、品名ごとにしなけ

ればならない。ただし、出納又は受払件数

のわずかなものその他特別な理由があるも

のについては、この限りでない。 

第１４条 第１１条第１項各号に掲げる台帳

及び物品出納簿（以下これらを「台帳等」

という。）の記録整理は、品名ごとにしな

ければならない。ただし、出納又は受払件

数のわずかなものその他特別な理由がある

ものについては、この限りでない。 

２ （略） ２ （略） 

（帳簿記録の省略） （物品出納簿記録の省略） 

第１５条 次に掲げる物品については、帳簿の

記録を省略することができる。ただし、指定

物品については、この限りでない。 

第１５条 次に掲げる物品については、物品出

納簿の記録を省略することができる。ただ

し、指定物品については、この限りでない。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

２ 前項の規定により帳簿の記録を省略する

ときは、物品購入の回議書その他関係文書に

その旨明示しなければならない。 

２ 前項の規定により物品出納簿の記録を省

略するときは、物品購入の回議書その他関係

文書にその旨明示しなければならない。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

（浜松市会計規則の一部改正） 

第２条 浜松市会計規則（昭和３９年浜松市規則第７号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 



第５０条 （略） 第５０条 （略） 

２ 前項の事務引継ぎについては、前任の出納

員又は区出納員は現金、有価証券、帳簿、証

拠書類その他重要書類の目録を２通作成し、

現金は、帳簿に対象した明細書を添え、帳簿

は最終記録の次に合計高及び引継年月日を

記載し、それぞれこれに署名又は記名押印し

なければならない。 

２ 前項の事務引継ぎについては、前任の出納

員又は区出納員は現金、有価証券、帳簿、証

拠書類その他重要書類の目録を作成し、現金

は、帳簿と対照した明細書を添え、帳簿は最

終記録の次に合計高及び引継年月日を記載

し、それぞれこれに署名又は記名押印しなけ

ればならない。 

３ 前項の目録は後任の出納員又は区出納員

が１通を保存し、１通は会計管理者に提出し

なければならない。 

３ 後任の出納員又は区出納員は、前項の目録

を保存するとともに、会計管理者に引継事項

を報告しなければならない。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

（浜松市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の一部改正） 

第３条 浜松市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則（平成３年浜松

市規則第３２号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（実地調査） （調査） 

第２条 市長は、法第３条及び第６条第１項の

規定による許可の申請があったときは、食鳥

検査員にその施設が省令第２条の２に定め

る基準に適合するか否かを実地に調査させ

るものとする。 

第２条 市長は、法第３条及び第６条第１項の

規定による許可の申請があったときは、食鳥

検査員にその施設が省令第２条の２に定め

る基準に適合するか否かを調査させるもの

とする。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

（浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例施行規則の一部改正） 

第４条 浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例施行規則（平成２３年浜松市規則第

４５号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（実地確認しなければならない施設等） （確認しなければならない施設等） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

（実地確認に係る記録） （確認に係る記録） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

（浜松市屋外広告物条例施行規則の一部改正） 



第５条 浜松市屋外広告物条例施行規則（平成１７年浜松市規則第１３８号）の一部を次

のように改正する。 

改正前 改正後 

（許可の申請） （許可の申請） 

第９条 条例第１０条第１項第７号の規則で

定める事項は、次に掲げる事項とし、同項の

申請書は、屋外広告物許可申請書（第２号様

式）による。 

第９条 条例第１０条第１項第７号の規則で

定める事項は、次に掲げる事項とし、同項の

申請書は、屋外広告物許可申請書（第２号様

式）による。 

 (1) （略）  (1) （略） 

(2) 工事施行者の氏名及び住所（法人にあ

っては、その名称及び主たる事務所の所

在地）並びに工事施行者が屋外広告業者

である場合にあっては、その者の第２４

条の３の屋外広告業登録済証又は第２７

条の５第２項の特例屋外広告業届出済証

（以下これらを「登録済証等」という。）

の番号 

(2) 工事施行者の氏名及び住所（法人にあ

っては、その名称及び主たる事務所の所

在地）並びに工事施行者が屋外広告業者

である場合にあっては、その者の条例第

２９条第１項の規定による登録又は条例

第３２条の３第１項の規定による届出

（以下これらを「登録等」という。）の番

号 

 (3) （略）  (3) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（許可の証票等）  

第１６条 条例第１６条本文の規則で定める

許可の証票は、屋外広告物許可証（第１０号

様式）とする。 

２ 条例第１６条ただし書の規則で定める許

可の証印は、屋外広告物許可済証（第１１号

様式）とする。 

第１６条 削除 

（登録申請書の様式等） （登録申請書の様式等） 

第２４条の２ （略） 第２４条の２ （略） 

（登録の通知）  

第２４条の３ 条例第２９条の３第２項の規

定による通知は、屋外広告業登録済証（第 

２２号様式）を交付することにより行うもの

とする。 

  



（変更の届出） （変更の届出） 

第２５条 （略） 第２５条 （略） 

（廃業等の届出） （廃業等の届出） 

第２５条の２ 条例第２９条の７第１項の規

定による届出は、屋外広告業廃業等届出書

（第２４号様式）に登録済証等を添えて行わ

なければならない。 

第２５条の２ 条例第２９条の７第１項の規

定による届出は、屋外広告業廃業等届出書

（第２４号様式）により行わなければならな

い。 

（標識の記載事項等） （標識の記載事項等） 

第２７条の３ 条例第３１条の２の規則で定

める事項は、次に掲げるものとする。 

第２７条の３ 条例第３１条の２の規則で定

める事項は、次に掲げるものとする。 

 (1) （略）  (1) （略） 

(2) 条例第３２条の３第４項の規定により

条例第２９条第１項の登録を受けた屋外

広告業者とみなされた者（以下「特例屋

外広告業者」という。）である場合にあっ

ては、第２７条の５第２項の特例屋外広

告業届出済証の番号 

(2) 条例第３２条の３第４項の規定により

条例第２９条第１項の登録を受けた屋外

広告業者とみなされた者（以下「特例屋

外広告業者」という。）である場合にあっ

ては、条例第３２条の３第１項の規定に

よる届出の番号 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

２ （略） ２ （略） 

 ３ 条例第３１条の２の規定による公衆の閲

覧は、当該屋外広告業者のウェブサイトへの

掲載により行うものとする。 

（特例屋外広告業者の届出） （特例屋外広告業者の届出） 

第２７条の５ （略） 第２７条の５ （略） 

２ 市長は、前項の届出をした者に対し、特

例屋外広告業届出済証（第３５号様式）を

交付するものとする。 

 

（再交付） （再交付） 

第２８条 屋外広告業者、講習会修了者又は認

定者は、登録済証等、修了証書又は認定書を

亡失し、又は損傷したときは、市長に当該書

面の再交付を申請することができる。 

第２８条 講習会修了者又は認定者は、修了証

書又は認定書を亡失し、又は損傷したとき

は、市長に当該書面の再交付を申請すること

ができる。 



２ 前項の規定による再交付の申請は、屋外広

告業登録済証等再交付申請書（第３７号様

式）により行わなければならない。 

２ 前項の規定による再交付の申請は、屋外広

告物講習会修了証書等再交付申請書（第３７

号様式）により行わなければならない。 

３ 第１項の規定による再交付の申請のうち

登録済証等、修了証書又は認定書を損傷し

た場合に係るものにあっては、前項の申請

書に当該書面を添付しなければならない。 

３ 第１項の規定による再交付の申請のう

ち、修了証書又は認定書を損傷した場合に

係るものにあっては、前項の申請書に当該

書面を添付しなければならない。 

（屋外広告業者監督処分簿） （屋外広告業者監督処分簿） 

第２９条 （略） 第２９条 （略） 

２ 条例第３２条の４第２項の規則で定める

事項は、次に掲げるものとする。 

２ 条例第３２条の４第２項の規則で定める

事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 処分を受けた屋外広告業者の登録済証

等の番号並びに氏名及び住所（法人にあ

っては、その名称、代表者の氏名及び主

たる事務所の所在地） 

(1) 処分を受けた屋外広告業者の登録等の

番号並びに氏名及び住所（法人にあって

は、その名称、代表者の氏名及び主たる

事務所の所在地） 

(2) （略） (2) （略） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

  第２号様式中「屋外広告業登録済証」を「屋外広告業登録」に、「特例屋外広告業届

出済証」を「特例屋外広告業届出」に改める。 

第１０号様式及び第１１号様式を次のように改める。 

 第１０号様式及び第１１号様式 削除 

  第２２号様式を次のように改める。 

 第２２号様式 削除 

  第３５号様式を次のように改める。 

 第３５号様式 削除 

  第３７号様式中 

「 

申請者 

住所（所在地） 

氏名（名称及び代表者氏名） 

電話番号 」 

を 

「 

申請者 

住所 

氏名 

生年月日 

電話番号 」 

に、 



「屋外広告業登録済証等再交付申請書」を「屋外広告物講習会修了証書等再交付申請書」

に、 

「 屋外広告業登録済証 

の再交付 

 

を 
 特例屋外広告業届出済証  

 屋外広告物講習会修了証書  

 屋外広告物講習会修了相当者認定書 」 

「  

の再交付 

 

に改める。 
 屋外広告物講習会修了証書  

 屋外広告物講習会修了相当者認定書  

  」 

（浜松市行政手続条例施行規則の一部改正） 

第６条 浜松市行政手続条例施行規則（平成８年浜松市規則第９５号）の一部を次のよう

に改正する。 

改正前 改正後 

（不利益処分をしようとする場合の手続を

要しない処分） 

（不利益処分をしようとする場合の手続を

要しない処分） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

 （手続条例第１４条第４項等に規定する規

則で定める方法） 

 第３条 手続条例第１４条第４項（手続条例第

２１条第３項及び第２８条において読み替

えて準用する場合を含む。以下同じ。）に規

定する規則で定める方法は、行政庁の使用に

係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同

じ。）と公示事項（手続条例第１４条第４項

に規定する公示事項をいう。第１号において

同じ。）の閲覧をする者の使用に係る電子計

算機（行政庁の使用に係る電子計算機と電気

通信回線を通じて接続でき、正常に通信でき

る機能を備えたものに限る。）とを電気通信

回線で接続した電子情報処理組織を使用す

る方法のうち、次の各号のいずれにも該当す

るものとする。 



 (1) 行政庁の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに記録された公示事項を

当該公示事項の閲覧をする者の使用に係

る電子計算機の映像面に表示するもの 

 (2) インターネットに接続された自動公衆

送信装置（著作権法（昭和４５年法律第

４８号）第２条第１項第９号の５イに規

定する自動公衆送信装置をいう。）を使

用するもの 

（職員以外に聴聞を主宰することができる

者） 

（職員以外に聴聞を主宰することができる

者） 

第３条 （略） 第４条 （略） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

（浜松市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正） 

第７条 浜松市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（昭和３９年浜松市規則第２号）

の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

第７条の４ （略） 第７条の４ （略） 

２ 前項の文書の交付は、一時差止処分を受け

た者の所在を知ることができない場合にお

いては、その内容を浜松市公告式条例（昭和

２５年浜松市条例第２３号）に規定する掲示

場に掲示することをもってこれに代えるこ

とができるものとし、掲示された日から２週

間を経過した時に文書の交付があったもの

とみなす。 

２ 任命権者は、前項の規定による文書の交付

をする場合において、当該一時差止処分を受

けた者の所在を知ることができないときは、

同項の規定による文書の交付を、公示の方法

によって行うことができる。 

 

 ３ 前項の公示の方法による文書の交付は、当

該一時差止処分を受けた者の氏名及び当該

任命権者が当該文書をいつでもその者に交

付する旨（以下この項において「公示事項」

という。）を市長が定める方法により不特定

多数の者が閲覧することができる状態に置

くとともに、公示事項が記載された書面を浜



松市公告式条例（昭和２５年浜松市条例第 

２３号）に定める掲示場に掲示し、又は公示

事項を当該任命権者の事務所に設置した電

子計算機の映像面に表示したものの閲覧を

することができる状態に置く措置をとるこ

とによって行うものとする。この場合におい

ては、当該措置を開始した日から２週間を経

過したときに、当該文書の交付があったもの

とみなす。 
  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

（浜松市職員退職手当支給条例施行規則の一部改正） 

第８条 浜松市職員退職手当支給条例施行規則（昭和５０年浜松市規則第４８号）の一部

を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（就業促進手当等に相当する退職手当の支

給手続） 

（就業促進手当等に相当する退職手当の支

給手続） 

第２８条 （略） 第２８条 （略） 

 （条例第１８条第４項等に規定する規則で

定める方法） 

 第２８条の２ 条例第１８条第４項（条例第 

１９条第１０項及び第２０条第５項におい

て準用する場合を含む。以下同じ。）に規定

する規則で定める方法は、退職手当管理機関

の使用に係る電子計算機（入出力装置を含

む。以下同じ。）と公示事項（条例第１８条

第４項に規定する公示事項をいう。第１号に

おいて同じ。）の閲覧をする者の使用に係る

電子計算機（退職手当管理機関の使用に係る

電子計算機と電気通信回線を通じて接続で

き、正常に通信できる機能を備えたものに限

る。）とを電気通信回線で接続した電子情報

処理組織を使用する方法のうち、次の各号の

いずれにも該当するものとする。 



 (1) 退職手当管理機関の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに記録された

公示事項を当該公示事項の閲覧をする者

の使用に係る電子計算機の映像面に表示

するもの 

 (2) インターネットに接続された自動公衆

送信装置（著作権法（昭和４５年法律第

４８号）第２条第１項第９号の５イに規

定する自動公衆送信装置をいう。）を使

用するもの 

（支払差止処分の取消しの申立て） （支払差止処分の取消しの申立て） 

第２９条 （略） 第２９条 （略） 

（意見の聴取の手続） （意見の聴取の手続） 

第３０条 条例第２０条第４項、第２１条第５

項、第２２条第３項及び第２３条第８項の規

定により浜松市行政手続条例（平成８年浜松

市条例第６９号）第３章第２節の規定を準用

して行う条例第２０条第３項及び第２１条

第４項（条例第２２条第２項及び第２３条第

７項において準用する場合を含む。）の規定

による意見の聴取の手続については、浜松市

聴聞規則（平成６年浜松市規則第３９号）の

規定の例による。 

第３０条 条例第２０条第４項、第２１条第５

項、第２２条第３項及び第２３条第８項の規

定により浜松市行政手続条例（平成８年浜松

市条例第６９号）第３章第２節の規定を準用

して行う条例第２０条第３項及び第２１条

第４項（条例第２２条第２項及び第２３条第

７項において準用する場合を含む。）の規定

による意見の聴取の手続については、浜松市

聴聞規則（平成６年浜松市規則第３９号）及

び浜松市行政手続条例施行規則（平成８年浜

松市規則第９５号）の規定の例による。 
  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 （浜松市税条例施行規則の一部改正） 

第９条 浜松市税条例施行規則（昭和３２年浜松市規則第１８号）の一部を次のように改

正する。 

改正前 改正後 

（通則） （通則） 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（区役所の掲示場）  



第１条の２ 条例第１８条の規則で定める所

轄区役所の掲示場は、浜松市公告式規則（平

成１７年浜松市規則第１４０号）第３条第２

項に規定する掲示場とする。 

 

（納期限の延長） （納期限の延長） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年３月３１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第２条から第５条まで、次項及び附則第３項の規定 令和８年４月１日 

(2) 第６条から第８条まで及び附則第４項の規定 令和８年５月２１日 

(3) 第９条の規定 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための関係条

例の整備に関する条例（令和８年浜松市条例第２７号）附則第１項第２号に掲げる規

定の施行の日 

 （浜松市屋外広告物条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

２ 前項第１号に掲げる規定の施行の際現に第５条の規定による改正前の浜松市屋外広告

物条例施行規則（以下「改正前の規則」という。）第２８条の規定により講習会修了者

又は認定者から提出されている申請書は、第５条の規定による改正後の浜松市屋外広告

物条例施行規則第２８条の規定により講習会修了者又は認定者から提出された申請書と

みなす。 

３ 附則第１項第１号に掲げる規定の施行の際現に改正前の規則の規定により調製した用

紙がある場合は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

（浜松市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

４ 第７条の規定による改正後の浜松市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第７条

の４第２項及び第３項の規定は、附則第１項第２号に掲げる規定の施行の日以後にする

文書の交付について適用し、同日前にした文書の交付については、なお従前の例による。 

 

 

（あらまし） 

 この規則は、デジタル技術の進展を踏まえたその効果的な活用のための規制の見直しを



行うものです。 


